
泉南市留守家庭児童会 
会計年度任用職員登録募集要項 

 

 

令 和 ７ 年 ５ 月 

泉南市教育委員会 

 

 この登録募集は、泉南市留守家庭児童会会計年度任用職員が不足する際など、必要に応じ

て雇用するものであり、登録されたすべての方が採用されるとは限りません。 

 

１．登録職種・受験資格 

番
号 

職  種 受験資格 

１ 補助支援員Ｃ 
・別紙任用資格の（１）～（10）のいずれかに該当する方 

・年齢制限なし 

２ 補助支援員Ｄ 
・子どもが好きでやる気のある方 

・年齢制限なし 

【申込方法】 

登録申込書の第一希望の職種欄に１箇所チェック（☑）してください。 

補助支援員Ｃ欄に☑をした方で第二希望として補助支援員Ｄを希望の方は第二希望の補助支援員

Ｄ欄に☑してください。 

※補助支援員Ｃのみを希望する場合は、第二希望欄はチェックをしないでください。 

※但し、次のいずれかに該当する者は登録できません。 

・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・泉南市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法施行日の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他を結成し、又はこれに加入した者 

※任用期間の途中で配属先が変更になる場合があります。 

※登録に際し面談を実施します。 

※登録されたすべての方が、採用されるとは限りません。 

 

 

  

２．業務内容・勤務時間等  

項  目 内  容 

業務内容 
補助支援員Ｃ 支援員の補助業務 

補助支援員Ｄ 児童保育全般に係る業務の補助 



勤務時間等 

週２日～５日出勤の変則勤務 

＜平日＞ 午後２時～午後７時の開所時間中、２～５時間勤務 

＜土曜・学校休業日＞ 

午前８時～午後７時の開所時間中、４～８時間勤務 

給 与 

補助支援員Ｃ 時間額  １，４９５円 

補助支援員Ｄ 時間額  １，３０２円 

※配属先の任期付職員数や入会児童の構成により、他に配属された職員と年間

勤務時間数に大幅な差が出る場合があります。 

諸手当等 通勤費、期末手当等 

社会保険等 

補助支援員Ｃ・補助支援員Ｄとも 

・任用期間が１か月を超え、１週間の勤務が２０時間以上の場合、雇用保険に

加入 

・任用期間が２か月を超え、１週間の勤務が２０時間以上の場合、健康保険（共

済組合）、厚生年金、雇用保険に加入 

服   務 地方公務員法の服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

登録期間 
登録日（面談実施日）から１年間 

※登録期間満了後は、再度登録が必要です。 

任用期間 約１か月から会計年度の末日まで 

任用連絡 
登録者名簿へ登録された方の中から希望、条件等の合う方へ生涯学習課から 

連絡 

登録手続き 

 

 

①受付期間 

 

 

②受付場所 

 

③提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

申込先 教育委員会 生涯学習課  

※申込方法 生涯学習課に持参 

 

土、日、祝以外の市役所開庁日 

受付時間【午前９時～午後５時３０分（時間厳守）】 

  

教育委員会 生涯学習課 

 

(1)登録申込書 本委員会所定用紙（補助支援員Ｃ・Ｄ共通） 

※写真は、縦４㎝、横３㎝、上半身、脱帽、申込前３か月以内に撮影したもの 

※裏表記入 

(2)資格を確認できる書類  

     補助支援員Ｃ：別紙受験資格の（１）～（10）のいずれかに該当する保育

士証、教員免許状、資格証明証等の写し 

※資格証明書等の氏名が資格取得時と変わっている場合は、変更前の氏名等

がわかる戸籍謄本（抄本）又は住民票の写しを添付してください。 

※受験資格要件に該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。 

補助支援員Ｄ：特になし 

 

 

 



３．注意事項 

① 登録申込書等の記載事項に不備がある場合には、お返しすることがありますが、そのために生じ

た申込みの遅延等については責任を負いかねます。 

② 登録申込書等はお返しいたしません。また、登録に際して取得した個人情報は、個人情報保護法

に基づき適正に管理し、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用はいたしません。 

③ 任用資格がないこと及び提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、登録を取り

消すことがあります。 

 

 

 

４．問合せ先 

泉南市 教育委員会 教育部 生涯学習課 

〒５９０－０５０５ 泉南市信達大苗代３７４-４ 泉南市埋蔵文化財センター 

℡ ０７２－４８３－２５８３（直通）



 

別紙 

 

 

受 験 資 格 

 

 

（１） 保育士（国家戦略特別区域法（平成 25年法律第 107号）第 12条の５第２項に規定する国家戦略

特別区域限定保育士を含む。以下同じ。）の資格を有する者 

 

（２） 社会福祉士の資格を有する者 

 

（３） 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和 18年勅令第

36号）による中等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第 90条第２項の規

定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12年の学校教育を修了した者

（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大

臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第９号において「高等学校卒業者等」という。）

であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの 

 

（４） 教育職員免許法（昭和 24年法律第 147号）第４条に規定する免許状を有する者 

 

（５） 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第 388号）による大学を含む。）におい

て、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに

相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該過程を修めて同法の規定による専門職大

学の前期課程を修了した者を含む。） 

 

（６） 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは

体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことに

より、同法第 102条第２項の規定により大学院への入学が認められた者 

 

（７） 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しく

は体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

 

（８） 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する

学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

 

（９） 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者

であって、市長が適当と認めたもの 

 

（10）５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

 

 

javascript:void:(0);
javascript:void:(0);
javascript:void:(0);

